
① 事前アンケートの結果について
② 改正物流法の施行に向けた情報
③ トラック・物流Ｇメンの活動について

(九州運輸局担当者説明)
④ 物流事業者DX事例の紹介

(二次元バーコードを活用したBtoB小口置配)
⑤ 参考資料紹介

⑤-1 最近のトピック（各省報道発表資料等）
⑤-2  事前にいただいた問題意識等
⑤-3  物流効率化に向けた努力義務における判断基準



荷主の判断基準等については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達
成に対し業界特性その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。
① 積載効率の向上等について

・ トラック事業者が複数の荷主の貨物の積合せ、共同配送、帰り荷(複荷)の確保等に積極的に取り組めるよう、実態
に即した適切なリードタイムの確保や荷主間の連携に取り組むこと。

・ トラック事業者の運行効率向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じて
発送量・納入量を適正化すること。なお、繁閑差の平準化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取
り組むこと。

・ 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の
適正化を図ること。

② 荷待ち時間の短縮に関する事項について
・ トラックが一時に集中して到着することがないよう、トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定

等により貨物の出荷・納品日時を分散させること。なお、。トラック予約受付システムについては、単にシステムを導
入するだけではなく、関係事業者の配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上など、現場の
実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと

・ 寄託先の倉庫に対する受発注の前倒しを行う等により倉庫業者の適切な作業時間を確保するとともに、貨物の出
荷・納品日時を分散させること。

③ 荷役等時間※の短縮に関する事項について ※トラックドライバーに荷役等を行わせる場合に限る（改正物効法第 42 条第１項第３項等）。
・ パレット、ロールボックスパレット(カゴ車)等の輸送用器具の導入により、荷役等の効率化を図ること。なお、パレットを

使用する場合は、発荷主・着荷主等の関係事業者間で協力して発注数や納品数の調整を行うとともに、一貫パレ
チゼーションの実現に向けて「標準仕様パレット」やこれに適合する包装資材の導入等のパレット標準化に向けた取
組を行うこと。

・ バーコード等の商品を識別するタグの導入、検品・返品水準の合理化、管理単位の統一等により、検品の効率化を
図ること。また、食品の物流においては、賞味期限の年月表示化に取り組むこと。

・ 事前出荷情報の活用により、伝票レス化・検品レス化を図ること。
・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等によりトラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
・ 貨物の出荷を行う際には、出荷荷積み時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行うことにより、荷役等の効率

化を図ること。

荷主の判断基準等について（改正物効法第43条3）※最終改正後の条項
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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④ ①～③の実効性確保に資する事項に関する事項について
・ 発荷主・着荷主間において連携を図ること。
・ 寄託先の倉庫における荷待ち・荷役等時間の短縮の達成のために、当該倉庫・発荷主・着荷主間において、事前

出荷情報や、それに付随する容積、数量、重量、寸法等の情報、寄託者、運送事業者に関する情報を事前に伝
達すること。また、入出庫日程・量の調整や定時便の設定などに関する寄託先の倉庫からの提案に応じるなど、当
該倉庫等と必要に応じた協力・連携を行うこと。

・ 貨物の入出庫に当たって、トラックドライバーに寄託者、貨物や施設等の詳細に関する情報を適切に伝達すること。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しなど、荷主が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に早くトラックドライ

バーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着することがないよう配慮すること。
・ 荷待ち・荷役等時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタ

ル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。
・ レンタルパレットを使用する場合は、関係事業者との間で適正な費用分担等を徹底すること。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
・ 貨物の運送を委託する際は、モーダルシフト等により、輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に努め

ること。
・ 異常気象時（台風・豪雨・豪雪等）に無理な運送を行わせないこと、荷役等を行わせる際の作業安全の確保等、

トラックドライバーの安全・休憩環境の確保に配慮すること。
・ トラック事業者との運送契約の締結の協議の際に、物流効率化にも資する正当な対価の基準である「標準的運賃」

を活用すること。
・ 発荷主・着荷主間・物流事業者間の取引における物流コストの可視化を通じて、物流サービスに応じた価格設定の

仕組みを導入すること。
・ 契約内容に関する交渉の場や物流現場の課題に関する相談や協議の窓口を設けるなど、関係事業者間での連携

を図るとともに、必要に応じて取引先に対して協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契
約内容の見直しを行うこと。

荷主の判断基準等について（改正物効法第43条3）※最終改正後の条項
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの「本部」）の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込
むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により
有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。

① 積載効率の向上等に関する事項について
・ 商品の発注先等が運送委託のタイミングから連鎖対象者における貨物の受渡しまでの間に適切なリードタイムを確保
できるよう、適切なリードタイムを確保した発注をする等の協力を行うこと。

・ トラック事業者の運行効率を向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた
納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化に取り組むこと。なお、繁閑差の平準
化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取り組むこと。

・ 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や納入量の適正化を
図ること。

② 荷待ち時間の短縮に関する事項について
・ トラックが一時に集中して到着することがないよう、混雑時間を回避した日時指定等により貨物の納品日時を分散させ
ること。

③ ①～②の実効性確保に資する事項に関する事項について
・ 発荷主・着荷主事業者間において連携を図ること。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しを行うなど、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に
早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着することがないよう配慮すること。

・ 荷待ち時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活
用等により効率的に行うよう努めること。

・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について
必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

連鎖化事業者の判断基準等について（改正物効法第62条6）※最終改正後の条項
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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貨物自動車運送事業者等の判断基準等については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事
項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらな
いことも可能とする必要がある。
① 積載効率の向上等について
・ 複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等により輸送網を集約すること。
・ 荷主、連鎖化事業者、他のトラック事業者と必要に応じて協議を実施し、配送の共同化に取り組むこと。
・ 求貨求車システム等を活用した帰り荷（復荷）の確保により、実車率の向上を図ること。
・ 配車システムの導入等により、配車・運行計画の最適化を行うこと。
・ 輸送量に応じた大型車両の導入等により、運送ごとの貨物の総量を増加させること。

② ①及び関係事業者の取組の実効性確保に資する事項について
・ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間や取組の効果を適切に把握すること。また、荷主等が荷待ち・荷役等時間を
把握することが難しい場合に協力・情報提供すること。なお、トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間の把握に当たって
は、デジタルタコグラフ等のデジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。

・ 貨物の受渡しに当たっては、寄託者や貨物に関する詳細な情報を適切に把握すること。
・ 関係事業者がトラック予約受付システムを導入している場合は、そのシステムを利用すること。
・ 荷主、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主や寄託倉庫にその状況を報告するとともに、理
由なく必要以上に早くトラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着しないよう、効率的な配車・
運行に努めること。

・ 取引先に対して、標準仕様パレットの活用、共同輸配送のための個建て運賃の導入、リードタイムに応じた運賃設定
などの提案を行うこと。

・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について
必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
・ テールゲートリフターの導入、荷捌き施設の整備など積載効率の向上等に伴うトラックドライバーの積卸し作業の負荷
低減を図ること。

・ 積載効率の向上等に当たっては、トラックの過積載など事業の正常な運営が阻害されないよう、関係法令を遵守する
こと。

貨物自動車運送事業者等の判断基準等について（改正物効法第35条7）
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の
例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その
他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。
① 荷待ち時間の短縮について
・ バース等の荷捌き場に荷役が可能な数以上のトラックが一時に集中して到着しないよう、トラック予約受付システムの
導入や混雑時間を回避した日時指定等により到着時間を調整すること。なお、トラック予約受付システムについては、
単にシステムを導入するだけではなく、関係事業者の配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上な
ど、現場の実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと。

② 荷役等時間の短縮について
・ 荷主から一貫パレチゼーション実現のためにパレットでの納品について提案された際には、パレット費用の適正な価格転
嫁が確認できれば、その提案に協力を行うこととし、荷役等の効率化を図ること。

・ 倉庫から着荷主向けの配送車両への荷積みについて、倉庫業者の作業費用の適正な価格転嫁が確認できれば、納
品先単位に仕分けた状態で貨物をトラックドライバーに引き渡し、荷役等の効率化を図ること。

・ 検品を効率的に実施するための機器を導入すること等により、検品作業の時間を短縮すること。
・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、トラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
・ 荷役前後の搬出入の実施に関するマニュアルの作成や周知等により、搬出入を迅速に行うこと。

③ ①及び関係事業者の取組の実効性確保に資する事項について
・ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たって
は、デジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。また、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難
しい場合に協力・情報提供すること。

・ 寄託者である荷主に対し物流改善の提案を行うなど、必要に応じた協力・連携を行うこと。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ 無人搬送車、ピッキングロボット等の導入等により、自動化・機械化を図ること。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について
必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）の判断基準
等について（改正物効法第53条）合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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